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2１．概要
• 本資料は，「実⽤発電⽤原⼦炉の設置、運転等に関する規則」第82条第1項に基づき

実施した⾼経年化技術評価のうち，低サイクル疲労の評価結果を説明するものである。
• 低サイクル疲労とは，プラントの起動・停⽌時等に受ける温度・圧⼒変化によって機器に発

⽣する応⼒が供⽤期間中に繰り返された場合に，疲労割れの発⽣に⾄る可能性がある劣
化事象である。

• このような温度・圧⼒変化の影響について，これまでの運転実績を考慮し，評価対象期間
（運転開始後60年）における疲労割れの発⽣有無の観点から評価を実施した。

• 技術評価の概要を以下に⽰す。

健全性評価 現状保全 総合評価

運転実績に基づいた2015年7⽉末時点の
過渡回数と，今後も同様な運転を続けたと
仮定した運転開始後60年時点の過渡回数
を⽤いて評価を⾏った。

評価の結果，運転開始後60年時点の疲
れ累積係数は許容値を下回っており，疲労
割れの可能性はないと判断する。

供⽤期間中検査にて
超⾳波探傷試験および
漏えい試験を実施し，
健全性を確認している。

健全性評価結果より，疲
労割れの可能性はなく，60
年の健全性は維持できると判
断する。

注）下線部は平成30年2⽉7⽇申請済の⾼経年化技術評価書から変更した箇所



3２．基本⽅針
• 設計時の疲労評価点と運転経験を考慮して定めた評価点に対して，低サイクル

疲労の発⽣または進展に係る健全性評価を⾏い，「実⽤発電⽤原⼦炉施設に
おける⾼経年化対策審査ガイド」および「実⽤発電⽤原⼦炉施設における⾼経
年化対策実施ガイド」に定める要求事項に適合することを確認する。

• 低サイクル疲労についての要求事項を以下に⽰す。
ガイド 要求事項

実⽤発電⽤原⼦炉施
設における⾼経年化対
策審査ガイド

（1）⾼経年化技術評価の審査
⑫健全性の評価

実施ガイド3.1⑤に規定する期間の満了⽇までの期間について、⾼経年
化対策上着⽬すべき経年劣化事象の発⽣⼜は進展に係る健全性を評
価していることを審査する。

⑬現状保全の評価
健全性評価結果から現状の保全策の妥当性が評価されていることを審
査する。

⑭追加保全策の抽出
現状保全の評価結果から、現状保全に追加する必要のある新たな保全
策が抽出されていることを審査する。

（2）⻑期施設管理⽅針の審査
①⻑期施設管理⽅針の策定

すべての追加保全策について⻑期施設管理⽅針として策定されているか
を審査する。

変更あり
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ガイド 要求事項

実⽤発電⽤原⼦炉施
設における⾼経年化対
策実施ガイド

3.1 ⾼経年化技術評価の実施及び⾒直し
⑤抽出された⾼経年化対策上着⽬すべき経年劣化事象について、以下に規定

する期間の満了⽇までの期間について機器・構造物の健全性評価を⾏うととも
に、必要に応じ現状の施設管理に追加すべき保全策（以下「追加保全策」と
いう。）を抽出すること。
イ 実⽤炉規則第82条第1項の規定に基づく⾼経年化技術評価プラント運転を

開始した⽇から60年間
3.2 ⻑期施設管理⽅針の策定及び変更
⻑期施設管理⽅針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項を満たすこと。
①⾼経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策（発電⽤原⼦炉の

運転を断続的に⾏うことを前提として抽出されたもの及び冷温停⽌状態が維持
されることを前提として抽出されたものの全て。）について、発電⽤原⼦炉ごとに、
施設管理の項⽬及び当該項⽬ごとの実施時期を規定した⻑期施設管理⽅針
を策定すること。
なお、⾼経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、発電⽤原
⼦炉の運転を断続的に⾏うことを前提とした評価から抽出されたものと冷温停⽌
状態が維持されることを前提とした評価から抽出されたものの間で、その対象の
経年劣化事象及び機器・構造物の部位が重複するものについては、双⽅の追
加保全策を踏まえた保守的な⻑期施設管理⽅針を策定すること。

２．基本⽅針 変更あり



5３．評価対象と評価⼿法－評価対象機器・部位の選定

（1）評価対象（1/3）
• プラントの起動・停⽌時等に温度・圧⼒の変化の影響を受ける機器を評価対象
とし，原⼦炉冷却材圧⼒バウンダリに属する機器（ポンプ，配管，弁，容器
）および炉内構造物を抽出した。
• プラント安全上の重要性を考慮し，原⼦炉冷却材圧⼒バウンダリの機能上，
最も重要である「原⼦炉圧⼒容器」を代表機器とし，具体的な評価内容を説
明する。なお，原⼦炉圧⼒容器以外の評価結果は「5. 代表機器以外の技術
評価」に⽰す。



6３．評価対象と評価⼿法－評価対象機器・部位の選定

A部

B部

C部

（1）評価対象（2/3）

図1 原⼦炉圧⼒容器の評価対象部位

A部詳細

主フランジ＊1

スタッドボルト＊1

C部詳細

⽀持スカート＊1

下鏡＊2
＊1︓⾮接液部
＊2︓接液部

（下鏡はクラッドにより⾮接液部となるが，
保守的に接液部として評価を実施した。）

給⽔ノズル＊2

B部詳細
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表1 原⼦炉圧⼒容器の評価対象部位の選定理由

３．評価対象と評価⼿法－選定理由

（1）評価対象（3/3）

対象機器・部位 選定理由

原
⼦
炉
圧
⼒
容
器

主フランジ 建設時⼯認の評価対象部位であり，熱過渡に加えスタッドボルト締
付による影響を受ける部位であるため

スタッドボルト 建設時⼯認の評価対象部位であり，熱過渡に加えスタッドボルト締
付による影響を受ける部位であるため

給⽔ノズル
建設時⼯認の評価対象部位であり，温度変化が⼤きく⽐較的⼤き
な熱応⼒が発⽣し，各ノズルの中で建設時⼯認の疲れ累積係数が
最⼤となる部位であるため

下鏡
建設時⼯認の評価対象部位であり，スタッドボルトおよびノズルを除
く原⼦炉圧⼒容器構成機器のうち，建設時⼯認の疲れ累積係数
が最⼤となる部位である。また，原⼦炉圧⼒容器の荷重を受ける部
位であるため

⽀持スカート 建設時⼯認の評価対象部位であり，原⼦炉圧⼒容器の荷重を受
ける部位であるため



8３．評価対象と評価⼿法－評価⼿法

（2）評価⼿法（1/8）
• 過渡条件および過渡回数を設定する。

【社団法⼈ ⽇本原⼦⼒学会標準 原⼦⼒発電所の⾼経年化対策実施基準︓2008（以下，「実
施基準」という）の規定により実施】

• 疲れ累積係数（Uｆ）を算出し，許容値１を下回ることを確認する。
【実施基準および社団法⼈ ⽇本機械学会 発電⽤原⼦⼒設備規格設計・建設規格(JSME S 
NC1-2005 （2007年追補版を含む）（以下，「設計・建設規格」という）の規定により実施】

• 原⼦炉冷却材に接液する部位については，環境疲労評価⼿法に基づく環境を
考慮した疲れ累積係数（Uen)を算出し，許容値１を下回ることを確認する。
【実施基準および社団法⼈ ⽇本機械学会 発電⽤原⼦⼒設備規格環境疲労評価⼿法（JSME S 
NF1-2009）（以下，「環境疲労評価⼿法」という）の規定により実施】

4. ｢代表機器の技術評価」および5. ｢代表機器以外の技術評価」にて確認

4. ｢代表機器の技術評価」および5. ｢代表機器以外の技術評価」にて確認

3.（2) 「評価⼿法」にて設定

変更あり
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表2 過渡事象の内容（1/2）

３．評価対象と評価⼿法－過渡条件の設定

（2）評価⼿法（2/8）
• 過渡条件の設定

No. 事象 内容

1 ボルト締付 起動前に準備として⾏う原⼦炉圧⼒容器上鏡の取り付け作業
を考える。

2 耐圧試験 起動前に実施する最⾼使⽤圧⼒以下の耐圧試験を考える。
3 起動（昇温） 冷温停⽌状態から⾼圧⾼温待機状態までの起動を考える。

4 起動（タービン起動） ⾼圧⾼温待機状態から定格熱出⼒運転状態までの起動を考
える。

5 夜間低出⼒運転
（出⼒75％）

平⽇の夜間における定格出⼒から75%出⼒までの変動を考え
る。

6 週末低出⼒運転
（出⼒50％） 週末における定格出⼒から50%出⼒までの変動を考える。

7 制御棒パターン変更 出⼒を75%まで下げて制御棒のパターン変更を考える。

評価期間は「実⽤発電⽤原⼦炉施設における⾼経年化対策実施ガイド」に基
づき，60年時点の評価を実施する。疲労評価で⽤いる過渡条件は表2に⽰すとお
り，発電所の様々な運転条件による過渡事象をカウントする。

変更あり



10３．評価対象と評価⼿法－過渡条件の設定

（2）評価⼿法（3/8）
No. 事象 内容
8 給⽔加熱機能喪失

（発電機トリップ） 原⼦炉スクラムを伴わない発電機トリップを考える。

9 給⽔加熱機能喪失
（給⽔加熱器部分バイパス）

定格出⼒運転時に給⽔加熱器の故障により給⽔加熱器の⼀
部をバイパスすることを考える。

10 スクラム
（タービントリップ）

原⼦炉系の圧⼒上昇を伴うスクラムのうち給⽔が維持されるス
クラムを考える。

11 スクラム
（その他のスクラム）

スクラム（タービントリップ，原⼦炉給⽔ポンプ停⽌，逃がし安
全弁誤作動）を除くその他のスクラムを考える。

12 停⽌（タービン停⽌） 定格出⼒運転状態から⾼圧⾼温待機状態までの停⽌を考え
る。

13 停⽌（⾼温待機） 原⼦炉出⼒零となった後の⾼圧⾼温待機状態を考える。

14 停⽌（冷却） ⾼圧⾼温待機状態から低圧⾼温待機状態までの停⽌を考え
る。

15 停⽌（容器満⽔） 原⼦炉圧⼒容器上鏡の冷却のため給⽔による容器満⽔を考
える。

16 停⽌（満⽔後冷却） 冷温停⽌状態までの冷却を考える。
17 ボルト取り外し 燃料交換等の⽬的で上鏡を取り外すことを考える。
18 スクラム

（原⼦炉給⽔ポンプ停⽌）
所内電源喪失により給⽔ポンプが停⽌し，炉⽔位低によるスク
ラムを考える。

19 スクラム
（逃がし安全弁誤作動） 原⼦炉圧⼒の上昇を伴わない炉⽔位低によるスクラムを考える。

表2 過渡事象の内容（2/2）

変更あり
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（2）評価⼿法（4/8）
• 実績過渡回数は，表3の実績過渡回数策定⽅針に基づき，2015年7⽉末
時点までの運転実績とした。

３．評価対象と評価⼿法－過渡回数の設定

表3 実績過渡回数策定⽅針
No. 項⽬ 内容

1 実績過渡とした期間 2015年7⽉末時点までの運転実績を実績過渡回
数とした。

2 試運転時の実績過渡回数 実績としてカウントするが，試運転時特有のもので
あるため，実績過渡発⽣頻度には含めない。

3 取替機器の実績過渡回数 低サイクル疲労評価を実施している機器で取替を
⾏っているものはない。

変更あり
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（2）評価⼿法（5/8）
• 推定過渡回数は，表4に⽰す推定過渡回数策定⽅針に基づき，今後の運転
想定期間を2015年8⽉1⽇から運転開始後60年時点までの期間として算出し
た。なお，島根2号炉は⻑期停⽌期間中であるが，再稼働時期を2015年8
⽉1⽇と設定するとともに，発⽣頻度を⻑期停⽌前の2012年3⽉末までの期
間で算出することで評価に⽤いる推定過渡回数に裕度を設けている。

３．評価対象と評価⼿法－過渡回数の設定

表4 推定過渡回数策定⽅針
No. 項⽬ 内容

1 推移（回／年）の考え⽅
実績運転期間は，運転開始から評価時点(2015年7⽉
末)までの期間ではなく，現在の⻑期停⽌を考慮し，
2012年3⽉末までの期間として推移を算出した。

2 今後の過渡回数設定の
考え⽅

今後の運転想定期間として，2015年8⽉1⽇から運転開
始後60年時点までの期間の推定過渡回数を算出した。

3
評価時点（2015年7⽉
末）〜プラント再稼働までの
期間について

断続的な運転を想定し，推定過渡回数を算出した。当該
期間は，実績過渡回数は0回であることが想定されるため，
保守的な評価となる。

4 未経験過渡回数の考え⽅ 未経験ではあるが，推定過渡回数算出においては1回と仮
定し，評価を⾏う。

変更あり
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※1︓推移（回／年）︓運転期間中の実績過渡回数／運転期間年数（23.13年）
※2︓60年時点の推定︓実績過渡回数合計＋（推移（回／年）×今後の運転想定期間（33.54年））
※3︓⼩数点1桁⽬を切上げ
※4︓ボルト締付・取り外しおよび起動・停⽌の発⽣推移は，それぞれ実績回数の⾼い⽅を⽤いて算出した（推移を同率に設定）。
※5︓表2のNo.12〜16の事象を含む。
※6︓起動試験期間のみ発⽣

（2）評価⼿法（6/8）

３．評価対象と評価⼿法－過渡回数の設定

表5 30年⽬⾼経年化技術評価における評価条件

運転条件
30年⽬⾼経年化技術評価条件
運転実績に基づく

過渡回数
(2015年7⽉末時点)

運転開始後
60年時点※1※2※3

1 ボルト締付※4 20 45
2 耐圧試験 24 55
3 起動（昇温，タービン起動）※4 36 74
4 夜間低出⼒運転（75%出⼒） 40 81
5 週末低出⼒運転（50%出⼒） 34 84
6 制御棒パターン変更 58 143
7 給⽔加熱機能喪失（発電機トリップ） 0 1
8 給⽔加熱機能喪失（給⽔加熱器部分バイパス） 0 1
9 スクラム（タービントリップ） 1※6 2
10 スクラム（その他のスクラム） 4 7
11 停⽌※4※5 36 74
12 ボルト取り外し※4 21 46
13 スクラム（原⼦炉給⽔ポンプ停⽌） 0 1
14 スクラム（逃がし安全弁誤作動） 0 1

変更あり
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（2）評価⼿法（7/8）

３．評価対象と評価⼿法－過渡回数の設定

図2 過渡回数設定の略式図

プラント再稼働後の
運転期間

過渡
回数

1989/2
営業運転開始

2049/2
運転60年目

2012/3 2015/7
評価時点

時期未定
プラント
再稼働

30年目高経年化技術評価に
おける推定過渡回数設定

実績過渡発生頻度

試運転時の
過渡回数

評価における
裕度

実績運転期間

東北地方太平洋沖地震
および新規制基準適合

に伴う長期停止

60年目時点
推定過渡回数

実績過渡回数

変更あり
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（2）評価⼿法（8/8）
表6 過渡事象毎の推定過渡回数の裕度

運転条件
30年⽬⾼経年化技術評価条件

過渡事象毎の
裕度

評価に⽤いる推定過渡回
数（再稼働時期を2015
年8⽉1⽇として設定）

⻑期停⽌期間を考慮した
推定過渡回数（再稼働
時期を2023年2⽉末を

起動として仮定※1）
1 ボルト締付 45 40 5
2 耐圧試験 55 48 7
3 起動（昇温，タービン起動） 74 66 8
4 夜間低出⼒運転（75%出⼒） 81 72 9
5 週末低出⼒運転（50%出⼒） 84 73 11
6 制御棒パターン変更 143 124 19
7 給⽔加熱機能喪失（発電機トリップ） 1※２ 1※２ (1)※2

8 給⽔加熱機能喪失（給⽔加熱器部
分バイパス） 1※２ 1※２ (1)※2

9 スクラム（タービントリップ） 2※２ 2※２ (1)※2

10 スクラム（その他のスクラム） 7 7 0
11 停⽌ 74 66 8
12 ボルト取り外し 46 41 5
13 スクラム（原⼦炉給⽔ポンプ停⽌） 1※２ 1※２ (1)※2

14 スクラム（逃がし安全弁誤作動） 1※２ 1※２ (1)※2

※1︓⾼経年化技術評価の補正申請を提出した2023年2⽉28⽇を再稼働時期として仮定し，今後の運転想定期間を25.95年として
推定過渡回数を算出した。

※2︓運転中に発⽣していないまたは起動試験期間のみ発⽣した過渡事象であるため，再稼働時期に係わらず保守的に1回と設定した。

変更あり３．評価対象と評価⼿法－過渡回数の設定
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（1）健全性評価
• 設計・建設規格に基づき，⼤気中での疲労評価を⾏った結果，疲れ累積係数
が1を下回ることを確認した。
• さらに，接液環境にある評価点について環境疲労評価⼿法に基づき，環境を
考慮した疲労評価を⾏った結果，疲れ累積係数が許容値1を下回ることを確認
した。

４．代表機器の技術評価－疲労評価結果

表6 原⼦炉圧⼒容器の疲労評価結果

※1︓設計・建設規格による評価，環境疲労評価⼿法による評価ともに部位毎の最⼤値を⽰す。
※2︓⾮接液部

評価対象機器・部位

運転実績回数に基づく疲れ累積係数
（運転開始後60年時点）※1

設計・建設規格の
疲労線図による評価

環境疲労評価⼿法による
評価（環境を考慮）

原
⼦
炉
圧
⼒
容
器

主フランジ 0.008 ―※2

スタッドボルト 0.383 ―※2

給⽔ノズル 0.094 0.411
下鏡 0.007 0.332
⽀持スカート 0.231 ―※2

変更あり
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（2）現状保全（1/2）
• 原⼦炉圧⼒容器の保全は，原⼦⼒規制委員会⽂書「実⽤発電⽤原⼦炉及
びその附属施設における破壊を引き起こす⻲裂その他の⽋陥の解釈の制定につ
いて」（平成26年8⽉6⽇付け原規技発第1408063号）および維持規格に
基づき実施している。
• 供⽤期間中検査では，超⾳波探傷試験および耐圧試験により健全性を確認
している。
• 実施基準に基づき，次回の⾼経年化技術評価時に実績過渡回数の確認によ
る疲労評価を⾏うこととしている。

４．代表機器の技術評価－現状保全



18

（2）現状保全（2/2）

４．代表機器の技術評価－現状保全

表7 原⼦炉圧⼒容器の現状保全
評価対象機器・部位 現状保全 試験程度 点検結果 備 考

原
⼦
炉
圧
⼒
容
器

主フランジ
超⾳波探傷試験 10年／100% 良

左記に加え，次回
の⾼経年化技術評
価時に実績過渡回
数の確認による疲
労評価を⾏う。

耐圧試験 定期検査毎 良

スタッドボルト
超⾳波探傷試験 10年／100% 良
耐圧試験 定期検査毎 良

給⽔ノズル
超⾳波探傷試験 10年／100% 良
耐圧試験 定期検査毎 良

下鏡
超⾳波探傷試験 10年／5% 良
耐圧試験 定期検査毎 良

⽀持スカート 超⾳波探傷試験 10年／7.5% 良
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（3）総合評価
• 60年間の供⽤を想定した原⼦炉圧⼒容器の疲労評価結果は，疲れ累積係
数が許容値1を下回ることから，疲労割れの発⽣が問題となる可能性はなく，
引き続き現状保全を継続することで60年間の健全性は維持できると判断する。

（4）⾼経年化への対応
• 疲労割れについては，実績過渡回数の確認を継続的に実施し，運転開始後
60年時点の推定過渡回数を上回らないことを確認する。

４．代表機器の技術評価－総合評価，⾼経年化への対応 変更あり
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※1︓設計・建設規格による評価，環境疲労評価⼿法による評価ともに部位毎の最⼤値を⽰す。
※2︓⾮接液部

５．代表機器以外の技術評価－疲労評価結果

• 代表機器以外について疲労評価を⾏った結果，疲れ累積係数が許容値1を
下回ることを確認した。

評価対象機器・部位

運転実績回数に基づく疲れ累積係数
（運転開始後60年時点）※1

設計・建設規格の
疲労線図による評価

環境疲労評価⼿法に
よる評価（環境を考慮）

原⼦炉再循環ポンプ ケーシングと配管の溶接部 0.001 0.005

配
管

ステンレス鋼配管 原⼦炉再循環系配管 0.004 0.067

炭素鋼配管
主蒸気系配管 0.014 ―※2

給⽔系配管 0.031 0.146

弁

原⼦炉再循環ポンプ出⼝弁（弁箱） 0.002 0.037

残留熱除去ポンプ炉⽔戻り弁（弁箱） 0.005 0.030

原⼦炉給⽔内側隔離逆⽌弁（弁箱） 0.032 0.279

主蒸気隔離弁（弁箱） 0.013 ―※2

容
器

原⼦炉格納容器 ベント管ベローズ 0.049 ―※2

機械ペネトレーション
主蒸気系配管貫通部 0.159 ―※2

給⽔系配管貫通部 0.116 ―※2

炉内構造物
炉⼼シュラウド 0.013 0.318

シュラウドサポート 0.009 0.024

表8 疲労評価結果

変更あり



21６．まとめ
（１）審査ガイドおよび実施ガイドへの適合性（１/2）

審査ガイドに規定される要求事項 技術評価結果
（1）⾼経年化技術評価の審査
⑫健全性の評価

実施ガイド3.1⑤に規定する期間の満了⽇まで
の期間について、⾼経年化対策上着⽬すべき
経年劣化事象の発⽣⼜は進展に係る健全性を
評価していることを審査する。

「4．（1）健全性評価」に⽰すとおり，代表
機器である原⼦炉圧⼒容器について，運転
開始後60年時点の推定過渡回数を⽤いて
健全性を評価した。

⑬現状保全の評価
健全性評価結果から現状の保全策の妥当性が
評価されていることを審査する。

「4．（2）現状保全」に⽰すとおり，健全性
評価結果から，現状の保全策が妥当であるこ
とを確認した。

⑭追加保全策の抽出
現状保全の評価結果から、現状保全に追加す
る必要のある新たな保全策が抽出されているこ
とを審査する。

「4．（4）⾼経年化への対応」に⽰すとおり，
施設管理に関する⽅針（⻑期施設管理⽅
針）に，実績過渡回数の確認を継続的に実
施し，運転開始後60年時点の推定過渡回
数を上回らないことを確認することを記載した。（2）⻑期施設管理⽅針の審査

①⻑期施設管理⽅針の策定
すべての追加保全策について⻑期施設管理⽅針と

して策定されているかを審査する。

変更あり
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実施ガイドに規定される要求事項 技術評価結果
3.1 ⾼経年化技術評価の実施及び⾒直し
⑤抽出された⾼経年化対策上着⽬すべき経年劣化事象 について、

以下に規定する期間の満了⽇までの期間について機器・構造物の
健全性評価を⾏うとともに、必要に応じ現状の施設管理に追加す
べき保全策（以下「追加保全策」という。）を抽出すること。
イ 実⽤炉規則第82条第1項の規定に基づく⾼経年化技術評価

プラントの運転を開始した⽇から60年間

「4．（4）⾼経年化への対応」に⽰すとおり，
施設管理に関する⽅針（⻑期施設管理⽅
針）に，実績過渡回数の確認を継続的に実
施し，運転開始後60年時点の推定過渡回
数を上回らないことを確認することを記載した。

3.2 ⻑期施設管理⽅針の策定及び変更
⻑期施設管理⽅針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項
を満たすこと。
①⾼経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策（発電

⽤原⼦炉の運転を断続的に⾏うことを前提として抽出されたもの及
び冷温停⽌状態が維持されることを前提として抽出されたものの全
て。）について、発電⽤原⼦炉ごとに、施設管理の項⽬及び当該
項⽬ごとの実施時期を規定した⻑期施設管理⽅針を策定すること。
なお、⾼経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、
発電⽤原⼦炉の運転を断続的に⾏うことを前提とした評価から抽
出されたものと冷温停⽌状態が維持されることを前提とした評価か
ら抽出されたものの間で、その対象の経年劣化事象及び機器・構
造物の部位が重複するものについては、双⽅の追加保全策を踏ま
えた保守的な⻑期施設管理⽅針を策定すること。

６．まとめ 変更あり

（１）審査ガイドおよび実施ガイドへの適合性（2/2）



23６．まとめ
（２）施設管理に関する⽅針として策定する事項

島根原⼦⼒発電所２号炉の運転開始後30年⽬以降の10年間で実施すべき，
低サイクル疲労の新たな保全項⽬を以下に⽰す。当該⽅針を⻑期施設管理⽅針と
して「島根原⼦⼒発電所原⼦炉施設保安規定」に定め，確実に実施していく。

低サイクル疲労の⻑期施設管理⽅針

機器名称 施設管理に関する⽅針 実施時期※2

原⼦炉圧⼒
容器等※1

原⼦炉圧⼒容器等の疲労割れについては、実績
過渡回数の確認を継続的に実施し、運転開始
後60年時点の推定過渡回数を上回らないことを
確認する。

中⻑期

※1︓疲れ累積係数による低サイクル疲労の評価を実施した全ての機器

※2︓平成31年2⽉10⽇から10年間

変更あり


